
 

久喜市告示第３２８号 

    

 令和３年３月１８日公布久喜市空家等の適切な管理に関する条例第８条第１項

に基づき、下記の内容のとおり、緊急安全措置を実施した。 

   

１ 空家等所在地     久喜市菖蒲町小林３８４８－１ 

２ 緊急安全措置の内容   樹木の剪定 

３ 緊急安全措置の実施日  令和４年６月２５日 

  

  令和４年７月７日 

久喜市長 梅 田 修 一     


